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「協調と和」そして「コミュニケーション」を大切にしながら 

日々の生活に潤いあるサービスをサポートします 
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 ◆6/9（月）『エアコンフィルター清掃』 

◆6/17（火）～ 6/20（金） 

  業者による、共用廊下のワックスがけ、 

居室窓・網戸の清掃 

◆6/29（日）『誕生者を祝う会』 

◆収入調査へのご協力、ありがとうございました。 

◆居室大清掃／衛生点検日までに清掃をお願いします。その際、ご家族様による清掃の 

お手伝いについて居室への入室は可能となっております。掃除の際に発生したゴミに 

ついては、小袋に入れるなど、入居者様のゴミの捨て方と同様にお願いします。 

入居者様へのご支援とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

◆7 月『運営懇談会』を行います。当日参加者は 4 階の入居者様となっています。 

.すべての入居者様を対象とした【事前アンケート】へのご協力をお願いします。 

◆『入居者救急搬送時の対応のご説明』について。 

 これは、「救急搬送の流れが知りたい」という入居者様のお声があり、当施設でのご生活

には極めて重要な事項となることから、身元引受人様へも送付させていただきます。 

ご一読いただきますようお願いいたします。 

 

ホームページ 

春にもご好評いただいた食事イベントを夏にも実施！ 

いつもとは一味違う食事を通した『夏の食事イベント』を予定しています。 

詳細は決定次第お知らせいたします。お楽しみに♪ 

『いつもとはちょっと違った贅沢を…』 

月の予定 月の予定 

施設からのお知らせ 

夏の食事イベント 

◆7/27（日）『居室大掃除』 

衛生点検日までに清掃をお願いします。 

◆7/28（月）『居室衛生点検』 

居室水回りやトイレの点検など。また、 

冷蔵庫内（賞味期限切れの品と食堂から 

の持ち帰り品の有無）の点検。 

◆『運営懇談会』4 階入居者様 

◆7月『誕生者を祝う会』 

◆『参議院議員選挙期日前投票』を予定 

 



  

決算のご報告 

（単位　円）

流動資産 12,937,862

       現金預金 6,036,654

       未収金 894,768

　　　未収補助金 △ 358,166

　　　前払金 3,867,570

0

2,497,036

固定資産 13,513,152

   基本財産 3,574,604

      土地 9,938,548

      建物

      建物附属設備 26 ,451 ,014

   その他の固定資産

      建物附属設備
      構築物 168,361,887

      車輌運搬具 127,015,000

      器具及び備品 41,346,887

　　 有形リース資産 156,061,685

      権利 96,271,076

　　　ソフトウエア 6,271,076

　　　絵画 90,000,000

      長期預り金預金 94,525,039

      人件費積立預金 980,938

      施設・整備等積立預金

      差入保証金 515 ,219 ,687

資産の部合計 541 ,670 ,701

（単位　円）

決   算 令和７年６月１４日定時評議員会及び理事会が開催され
老人福祉事業収益 102,119,638 社会福祉法人協和福祉会の役員等が改選されました。

サービス活動収益計 (1) 102,119,638

人件費 55,637,302 　中村　　弘子 木下　　正康

事業費 29,337,590

事務費 12,181,296 　作見　　蔵市　 吉澤　　英樹

減価償却費 17,714,761

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 10,198,825 　小山　　康子 山内　　幸雄　

サービス活動費用計 (2) 104,672,124

△ 2,552,486 　松尾　　春恵
受取利息配当金収益 266,622

その他サービス活動外収益 799,485

サービス活動外収益計 (4) 1,066,107 　林　　　清夫 西田　　秋男

サービス活動外費用計 (5) 0

1,066,107 　杉野　　明男 錦　　克子
△ 1,486,379

施設整備等補助金収益 4,350,000

その他の特別収益 2,467,318 　佐々木　　登代 林　　忍夫
特別収益計 (8) 6,817,318

固定資産売却損・処分損 1

国庫補助金等特別積立金積立額 4,350,000

　辻　　純宏 松見　　靖雄
特別費用計 (9) 4,350,001

2,467,317

980,938

72,232,567

73,213,505

0

111,576,134

90,264,600

94,525,039

社会福祉法人　協和福祉会　ケアハウス山科  令和６年度決算報告書

（自）令和６年４月１日　（至）令和７年３月３１日

貸 借 対 照 表

令和７年 ３月３１日 現在

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　部

48,831,446  流動負債

45,657,835 事業未払金

36,272 1年以内返済リース債務

1,477,904 預り金

1,659,435 前受金

前受収益

賞与引当金

492,839,255  固定負債

373,148,234 　　　　リース債務

84,275 第１号基本金

127,015,000         長期預り金

216,871,079

29,262,155 負債の部合計

119,691,021
純　資　産　の　部

5,056,502

1,650,820  基本金

1,297,467 第３号基本金

4,433,975  国庫補助金等特別積立金

577,920  その他の積立金

541 ,670 ,701 負債及び純資産の部合計

361,900 人件費積立金

8 施設・設備整備積立金

9,938,548  次期繰越活動増減差額

6,271,076  (うち当期活動増減差額)

90,000,000

18,530 純資産の部合計

評議員

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

サ
ー

ビ
ス

活
動

外
増
減

の
部

収

益

理事

費

用

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特

別

増

減

の

部

収

益

費
用

事業活動収支計算書

勘　定　科　目

サ
ー

ビ
ス
活

動
増

減
の
部

収

益

費

　
用

その他の積立金積立額 (16)
池田　　清子　　TEL　090－3033－1683

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

監事

特別増減差額 (10)=(8)-(9)

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)
苦情解決第三者委員

繰
越

活
動

増
減
差

額
の

部

前期繰越活動増減差額 (12)

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
奥村　　寿男　　TEL　075－591－5846

基本金取崩額 (14)

その他の積立金取崩額 (15)



日々 是 好日 

 

 

 

 

  

社会福祉法人協和福祉会 ケアハウス山科 

発行者：施設長 林 忍夫 

〒607-8239 京都市山科区勧修寺丸山町１番７２ 

電話：075-502-7770／FAX：075-502-3315 

皆様こんにちは。介護職員です。 

早いものでもう半年が経ち 6 月になりましたね。 

雨の多い時期になり湿気の多い日が続きますが、そのじめじめとした梅雨が明ければ、 

日差しの強い夏がやって来ます。 

私事ですが、私は凄く汗かきで毎年の様に熱中症・脱水症状に 1 度はなってしまい 

ます。夏の炎天下だけでなく、この時期から熱中症や脱水症状になる方も老若男女と 

わず年々多くなっているそうです。私は通院したり人より水分摂取量を多くするなど 

して対策をしています。 

皆さまは、どのように対策されていますか？ 

夏真っ盛りになる前のこの時期から少し水分摂取量を気に掛けて 

頂き体調を整えお過ごしになって頂ければ幸いです♪ 

職員あれこれ 

梅雨こそ食中毒にご注意を！ ～家庭での食中毒予防～ 

『コロナが落ち着いて、手洗いや消毒などの感染対策が疎
おろそ

かになり、 

食中毒が増える原因の 1つとして考えられている』 

先日、こんな内容のことを話されているテレビを観ました。 

確かに、新型コロナが落ち着いてから、世界各国で多種多様な感染症が流行し始めて 

いるという話を聞きます。百日咳や麻疹（はしか）、ポリオやインフルエンザなど…。 

食中毒も注意しなければいけないもののひとつ。それらは、手洗いや手指消毒が疎か 

になってしまうことが、食中毒が増えてしまう原因になるのかも…とのこと。 

 食中毒は年間を通して発生しますが、特に夏場（6 月～8 月）に細菌性食中毒が多く 

発生します。また、冬場（12 月～3 月）にはノロウイルスなどのウイルス性食中毒が 

増加。これからの時期にも増える食中毒。気温が高く、細菌が増えやすい 6 月から 9 月 

ごろは特に注意が必要です。そんな食中毒の予防には、正しい手洗いが重要になります。 

手は、きれいに見えても汚れています。きちんと手を洗わないと、手についた細菌や 

ウイルスが食べ物に付着して「食中毒」を起こすのです。 

手洗いは、食中毒予防の第一歩。正しい手洗い方法を身につけて、食中毒を防ぎま 

しょう。また、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。その点からも、 

食堂で提供されたすべてのものを持ち帰ることは禁止しています。持ち帰り禁止の規則も 

守っていただきつつ、手洗いを意識し、食中毒や感染症とは無縁で健康的な毎日を。 


